
 
 
 
 

「佐久市立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する規程」を 
別紙のとおり定める。 

 
 
 
 
 

令和８年４月２８日 
 
 

佐 久 市 教 育 委 員 会 
 
 
 
 
 
教育委員会訓令第２号 
 

     佐久市立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する規程 



佐久市立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する規程の制定に

ついて 

 

【改正理由】 

 これは、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和27年長野県条例第

９号）等の改正に伴い、職員の子育て部分休暇に係る規定について、所要の

改正を行おうとするものであります。 

 

佐久市立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する規程 

 

佐久市立学校職員の服務に関する規程（平成１７年佐久市教育委員会訓令

第４号）の一部を次のように改正する。 

第２５条第９項中「承認を」を「承認の請求、職員の勤務時間及び休暇等

に関する規則（昭和27年長野県規則第４号）第９条の５第１項の規定による

申出及び同条第２項の規定による変更を」に、「子育て部分休暇承認請求書」

を「子育て部分休暇簿」に改め、同条第１０項中「又は当該子育て部分休暇

に係る子を養育しなくなったときは、」を「、当該子育て部分休暇に係る子

を養育しなくなったとき又は当該子育て部分休暇に係る子以外の子の出生等

により部分休業の承認を受けることができるようになったときは、」に、

「子育て部分休暇養育状況変更届」を「子育て部分休暇養育状況等変更届」

に改め、同条第１１項中「された」を「された職員の勤務時間及び休暇等に

関する条例（昭和27年長野県条例第９号）第12条の４第２項に規定する１日

２時間を超えない範囲内で請求する」に改める。 

 様式第２１号の３、第２１号の４、第２１号の５及び第２９号を次のよう

に改める。 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

附 則 

この規程は、訓令の日から施行する。 

 

 

 

 

 


